
会   議   録 

名  称 
平成２９年度 第１回 松山市社会福祉審議会 

身体障害者福祉専門分科会審査部会 

事 務 局 
 保健福祉部 障がい福祉課 

 ＴＥＬ ０８９－９４８－６３６９ ＦＡＸ ０８９－９３２－７５５３ 

開催日時  平成２９年５月２５日（木）１４：３０～１５：１５ 

開催場所  松山市保健所・消防合同庁舎６階 中会議室 

出席者 
委 員 

大島鉄朗、土井内純治、西川芳之、檜垣壽一、日野壽子、兵頭純、藤﨑智明、

鉾石文彦、村上博 

（五十音順、敬称略） 計９名 

事務局 金指障がい福祉課長、前田主査、細谷主査、水本主任、安原主事 

議   題 

１．身体障害者手帳の交付状況について 

２．身体障害者手帳の申請における検討事項において 

３．指定医師の認定基準について 

 

（１．開会） 

 

（２．議事） 

  １、身体障害者手帳の交付状況について 

事務局より、身体障害者手帳の交付状況について説明 

  

 ２、身体障害者手帳の申請における検討事項において 

事務局より、適正な診断書料金、診断書（肢体不自由・視覚）の記載に 

ついて説明とお願い 

 

 ３、指定医師の認定基準について 

事務局より、中核市における指定医師認定の状況について説明 

 

その他質疑応答 

(委員) 診断書の金額を一律に設定にすることはできない。身体障害者 

手帳の診断書料は 5,000円前後が妥当と考える。 

(委員) 高額な診断書料を支払ってないかを把握するために、役所窓口 

で聞き取り調査の実施をするのはどうか。 

 

 



議事内容 

(委員) 肢体不自由の診断書の記載方法について、書き方のガイドラ 

イン・モデル診断書等の添付があればわかりやすい。 

(事務局) モデル診断書等の作成や配布を検討していく。 

周知されるまでは従来通り対応する。 

 

(事務局) 視覚障害の診断書については、求心性視野狭窄であるならば 

詳しい記載を依頼したい。 

(委員) モデル診断書があるとよい。 

(事務局) モデル診断書の作成を検討する。 

 

(事務局) 指定医師の認定基準について、医師の経験年数を条件に含む 

か、専門医等の取得を条件に含むか、意見を伺いたい。 

(事務局) 指定を受けられる障害種別に関しては、特に上限はないが松 

山市の平均は 3つ程度。中には 6,7つ兼任する先生もいる。 

(委員) 医師の経験年数を条件に含むというのは妥当と考える。 

(委員) 経験年数は卒業してからの年数なのか、専門の診療所に配属 

されてからの年数なのかがわかりにくい。 

 

(委員) 一律で「○年以上」、「医師免許 取得○年」という記載はどうか。 

(委員) 初期臨床研修は経験年数に含めない方がよい。 

(事務局) 現行を専門医での年数に変更する場合、会議を開いて検討 

し直す必要がある。 

(委員) 各関係学会の認定医・専門医等の取得を条件に含むかに関して 

は、入り口を狭くすべき。 

 

(委員) 手帳に疑義がある者に対する訪問調査を実施するのは可能か。 

(事務局) 中四国の県が集う更生指導会が開催されるので、県から 

他県の実施情報を聞いてもらい、その結果を後日報告すること 

とする。 

 

（３．閉会） 

備 考（資 料） 

（配布資料）身体障害者手帳の交付に関する集計データの概要 

      指定医の認定に係る中核市調査資料 

肢体不自由・視覚障害の診断書の記載例 

身体障害者手帳の交付手続き及び医師の指定に関する文書 

公開・非公開 全部公開          部分公開          非公開 

傍聴者数   ０ 人 （ ３ 席） 



 


